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はじめに

　本稿は、著作権侵害行為やその他の違反行為の抑
止に重要な役割を果たす著作権法上の刑罰規定につ
いて、同法の実効性確保の観点から論じるものであ
る。
　わが国の著作権法（以下、単に「法」という）は、

著作物等に関する著作者の権利およびこれに隣接す
る権利を定め、その保護を図っている（法１条参考）。
　すなわち、法は、著作物（法２条１項１号）や著
作者（同項２号）等について定義した上で、著作者
の権利（法17条ないし28条）、出版権（法79条・80条）
および著作隣接権（法89条ないし100条の５）につい
て定めるとともに、その保護を図るため、民事上の
権利救済手段（法112条、115条。なお、民法709条、
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703条参照）と刑事罰（法119条ないし124条）に関す
る規定を設けている。
　他方、法は、著作者等の権利の保護にあたり著作
物等の「公正な利用」に留意することを目的規定に
明記し（法１条）、私的使用のための複製（法30条）
や引用（法32条）等の著作権の制限に関する規定（法
30条ないし50条）を設けるなど、著作物等の公正で
円滑な利用が妨げられることのないよう配慮してい
る。
　ところで、わが国の行政法規上の刑罰規定（行
政刑罰）の多くが機能不全に陥っているとされる中、
著作権法上の刑罰規定は比較的適用されることが多
く（この点については次号において詳述する）、同
法の定める義務の履行確保１に一定の役割を果たし
ている。しかしながら、その一方で、刑事事件とし
ての立件が著作物等の公正な利用を萎縮させ、ひい
ては著作権法の目的である文化の発展を阻害するこ
とにもなりかねないとの指摘もなされている２。こ
のような状況において、著作権法上の刑罰規定につ
いて、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著
作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄
与する」という同法の目的の観点から再検討するこ
とには、一定の意義があると思われる。
　そこで、本稿においては、①わが国における行政
刑罰について概説した上で、②著作権法上の刑罰規
定について整理するとともに、③その適用事例につ
いて紹介し、最後に、④著作権法上の刑罰規定につ
いて、同法の実効性確保の観点から若干の検討を加
えることとしたい。

１　わが国における行政刑罰（概説）

（１）　行政上の義務履行確保と行政刑罰

わが国における行政上の義務履行確保手段は、
①行政上の強制執行、②行政罰および③その他の
行政制裁に大別される３。このうち、①行政上の
強制執行は、行政が自ら強制的に義務履行の実現
を図るものであり、行政代執行、執行罰、直接
強制および行政上の強制徴収がある４。②行政罰
は、違反行為に対し刑罰や行政上の秩序罰（過料）
の制裁を科すことにより、間接的に義務の履行を

促すものである。さらに、③その他の行政制裁は、
本来は行政上の義務履行確保とは異なる目的でな
される処分その他の行為の制裁的な効果によって、
間接的に義務の履行を促すものをいい、本来は国
民・住民への情報提供目的でなされる公表５がそ
の典型として挙げられる。

わが国の行政法規は、上記の行政上の義務履
行確保手段のうち行政刑罰に依存する傾向があり、
かかる傾向は比較法の観点からも特徴的であると
される６。この点については、刑法学説を中心に、
本来は刑罰の対象とすべきでない行為についてま
で行政刑罰が定められているという批判が寄せら
れている７。かかる観点からわが国の著作権法に
目を転じれば、後述するように、民事上の救済手
段を除く義務履行確保手段としては、行政刑罰が
設けられているにとどまり、懲罰的損害賠償制度
を採用していないわが国においては、著作権侵害
を含む違反行為の抑止は、もっぱら刑罰の威嚇力
に依存しているといえよう８。

（２）　行政刑罰の類型と特徴

行政刑罰は、一般に、①法令で定められた規制
に違反する行為そのものを刑罰の対象とする規制
違反（直罰規定）、②許可を要する行為を無許可
で行ったことを刑罰の対象とする無許可行為、③
行政命令に違反したことを刑罰の対象とする行政
命令違反、④届出義務を怠ったことを刑罰の対象
とする届出義務違反、⑤その他の行政上の義務違
反９に分類される。また、⑥法人処罰のための両
罰規定を設けている行政法規も多い。

わが国における行政刑罰の多用傾向に対する批
判については既に述べた。かかる批判は、法益侵
害を伴わない単なる行政上の義務の懈怠について
まで、身体の拘束という重大な権利侵害が予定さ
れている10刑罰を用いるべきではないという考え
方に基づくものである11。しかしながら、わが国
においては、理論的にも立法実務上も、行政刑罰
と行政上の秩序罰との使い分けの基準が必ずしも
明確にされておらず、通常は単なる行政上の義務
の懈怠にとどまると考えられる④届出義務違反12

のような類型についても、刑罰が定められている
行政法規が少なからず存在する13。


